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大
分
県
物
価
高
騰
対
応
中
小
企
業
事
業
資
金
調
達
支
援
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
四
日

  

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
一
号

　
　
　
大
分
県
物
価
高
騰
対
応
中
小
企
業
事
業
資
金
調
達
支
援
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
品
等
の
価
格
の
高
騰
に
よ
り
そ
の
経
営
に
影
響
を
受
け
た
県
内
の
中
小
企
業

　

者
（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

　

か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
）
が
負
担
す
る
保
証
料
（
知
事
が
別
に
定
め
る
資
金
に
係
る
も
の
に
限

　

る
。
）
の
軽
減
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
資
金
の
調
達
を
支
援
す
る
た
め
、
大
分
県
物
価
高
騰
対
応
中

　

小
企
業
事
業
資
金
調
達
支
援
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

　

（
基
金
の
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

る
。

　

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基
金
に
編
入

　

す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
五
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を

　

定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
処
分
）

第
六
条　

知
事
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
基

　

金
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
促
進
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
二
号

　
　
　
大
分
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
促
進
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条
　
公
立
の
高
等
学
校
等
（
高
等
学
校
（
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
を
含
む
。
）
、
中
等
教

　

育
学
校
の
後
期
課
程
（
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
を
含
む
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部

　

を
い
う
。
）
に
お
け
る
教
育
改
革
を
推
進
し
、
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
人
材
そ
の
他
の
新
時
代
を
担
う
人

　

材
を
育
成
す
る
た
め
、
大
分
県
高
等
学
校
等
教
育
改
革
促
進
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置

　

す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

　

（
基
金
の
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き



令
和
八
年
三
月
四
日

大
分
県
報
号
外

二

（
条
例
）

　

る
。

　

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基
金
に
編
入

　

す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
繰
替
運
用
等
）

第
五
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を

　

定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
、
又
は
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る

　

と
こ
ろ
に
よ
り
歳
入
に
繰
り
入
れ
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
処
分
）

第
六
条　

知
事
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
基

　

金
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
四
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
条
例
第
三
号

　
　
　
大
分
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

大
分
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
十
四
号
を
同
条
第
二
十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二
十
四　

サ
イ
バ
ー
事
案
（
警
察
法
第
五
条
第
四
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
事
案
を
い
う
。
以

　
　

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
犯
罪
の
捜
査
そ
の
他
の
サ
イ
バ
ー
事
案
に
対
処
す
る
た
め
の
警

　
　

察
の
活
動
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


